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１【提出理由】

　当社は、平成26年５月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取

締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権の発行を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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２【報告内容】

Ⅰ．株式会社アエリア　第８回新株予約権

(1)銘柄

株式会社アエリア　第８回新株予約権

(2)発行数

280個

(3)発行価格

本新株予約権１個当たり1,246円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アド

バイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(4)発行価額の総額

348,880円

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社の有する当社

普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は100株とする。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。

　本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「行使価額」という。）は、2,500円とする。

なお、行使価額は第（7）項によって調整されることがある。

(7)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行株式数 ＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

ⅰ.本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除

く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

ⅱ.株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普

通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主

（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。

ⅲ.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る対価をもって当社普

通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第③号ⅱ.に

定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の条件で請求また

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期

日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ
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を適用する。

ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権

付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

ⅳ.本号ⅰ.乃至ⅲ.の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号ⅰ.乃至ⅲ.にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する

ものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数
＝

（調整前行使価額－調整後行使価額） ×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。

 ③ⅰ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

ⅱ.行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格

とする。

ⅲ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合は

その日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の行使価額を適用す

る日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。また、本項第②号ⅱ.の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数

は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含ま

ないものとする。

④本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。

ⅰ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ.その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

ⅲ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤本項第①号乃至第④号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権者に通知する。ただし、本項第②号ⅳ.の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

(8）新株予約権の行使期間

本新株予約権者は、平成26年６月28日から平成29年６月27日までの間（以下「行使期間」という。）、いつで

も、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。

(9）新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、平成26年６月28日から平成29年６月27日までの間において、金融商品取引所における当社普

通株式の普通取引終値が５営業日連続して3,500円を上回った場合に、上回った日より15日経過した時点以降、

残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。

なお株価水準の3,500円は、平成26年３月10日に発行致しました、第５回新株予約権（行使価格2,500円）、第

６回新株予約権（行使価格3,500円）、第７回新株予約権（行使価格4,500円）の行使価格の中央値である第６

回新株予約権の行使価格を採用しており、株価上昇時に新株予約権の行使制限を付すことにより新株予約権の

行使促進を進めることを目的としています。
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②新株予約権の割り当てを受けた者は、退職等で従業員の地位を喪失した場合も（かかる地位の喪失を以下「退

職」という。）、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、上記 (8)に定める期間

を超えることはできない。

③新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限

り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる（当該相続により新株予

約権を相続した者を「権利承継者」という。）。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約

権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約

書に定めるところによる。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(10）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

資本金の増加額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加額の２分の１の金額とし、計算の

端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。

(11）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳

当社従業員　28名　　280個（28,000株）

(13）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する会社

の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(14）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。

(15）新株予約権の取得条項

本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新

株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の５営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、無償で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。

(16）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(17）新株予約権の行使請求および払込の方法

①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約権行使請求

書」という。）に行使しようとする本新株予約権を表示し、本新株予約権の内容および数ならびにこれを行使

する年月日等を記載して、これに記名捺印のうえ、行使期間中に第(20)項に定める行使請求受付場所（以下

「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

②本新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額を現金にて払込取扱場所の当社の定める口座に振り込むものとする。

(18）新株予約権行使の効力発生時期等

①本新株予約権の行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、かかる「新株予約権を行

使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または新株予約権行使請求書に記

載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。

②当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券

を発行しない。

(19）新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(20）新株予約権の行使請求受付場所

当社管理本部

(21）剰余金の配当

剰余金の配当（会社法第454条第5項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日にお

いて発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。

(22）新株予約権の割当日

平成26年６月13日
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(23）新株予約権の払込期日

平成26年６月27日

 

Ⅱ．第９回新株予約権

(1)銘柄

株式会社アエリア　第９回新株予約権

(2)発行数

750個

(3)発行価格

本新株予約権１個当たり1,442円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アド

バイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(4)発行価額の総額

1,081,500円

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社の有する当社

普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は100株とする。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。

　本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「行使価額」という。）は、2,500円とする。

なお、行使価額は第（7）項によって調整されることがある。

(7)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行株式数 ＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

ⅰ.本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除

く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

ⅱ.株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普

通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主

（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。

ⅲ.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る対価をもって当社普

通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第③号ⅱ.に

定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の条件で請求また

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期
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日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ

を適用する。

ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権

付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

ⅳ.本号ⅰ.乃至ⅲ.の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号ⅰ.乃至ⅲ.にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する

ものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数
＝

（調整前行使価額－調整後行使価額） ×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。

 ③ⅰ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

ⅱ.行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格

とする。

ⅲ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合は

その日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の行使価額を適用す

る日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。また、本項第②号ⅱ.の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数

は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含ま

ないものとする。

④本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。

ⅰ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ.その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

ⅲ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤本項第①号乃至第④号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権者に通知する。ただし、本項第②号ⅳ.の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

(8）新株予約権の行使期間

本新株予約権者は、平成26年６月28日から平成29年６月27日までの間（以下「行使期間」という。）、いつで

も、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。

(9）新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役の

いずれの地位をも喪失した場合も（かかる地位の喪失を以下「退任」という。）、権利行使ができるものとす

る。なおこの場合、行使期間については、上記(8)に定める期間を超えることはできない。

②新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限

り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる（当該相続により新株予

約権を相続した者を「権利承継者」という。）。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約

EDINET提出書類

株式会社アエリア(E05453)

臨時報告書

 7/14



権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約

書に定めるところによる。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(10）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

資本金の増加額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加額の２分の１の金額とし、計算の

端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。

(11）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳

当社取締役及び監査役　６名　　750個（75,000株）

(13）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する会社

の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(14）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。

(15）新株予約権の取得条項

本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新

株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の５営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権の発行価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができる。

(16）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(17）新株予約権の行使請求および払込の方法

①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約権行使請求

書」という。）に行使しようとする本新株予約権を表示し、本新株予約権の内容および数ならびにこれを行使

する年月日等を記載して、これに記名捺印のうえ、行使期間中に第(20)項に定める行使請求受付場所（以下

「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

②本新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額を現金にて払込取扱場所の当社の定める口座に振り込むものとする。

(18）新株予約権行使の効力発生時期等

①本新株予約権の行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、かかる「新株予約権を行

使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または新株予約権行使請求書に記

載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。

②当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券

を発行しない。

(19）新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(20）新株予約権の行使請求受付場所

当社管理本部

(21）剰余金の配当

剰余金の配当（会社法第454条第5項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日にお

いて発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。

(22）新株予約権の割当日

平成26年６月13日

(23）新株予約権の払込期日

平成26年６月27日
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Ⅲ．第10回新株予約権

(1)銘柄

株式会社アエリア　第10回新株予約権

(2)発行数

750個

(3)発行価格

本新株予約権１個当たり1,542円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アド

バイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(4)発行価額の総額

1,156,500円

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社の有する当社

普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は100株とする。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。

　本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「行使価額」という。）は、2,500円とする。

なお、行使価額は第（7）項によって調整されることがある。

(7)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行株式数 ＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

ⅰ.本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除

く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

ⅱ.株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普

通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主

（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。

ⅲ.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る対価をもって当社普

通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第③号ⅱ.に

定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の条件で請求また

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期

日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ

を適用する。

ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用
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する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権

付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

ⅳ.本号ⅰ.乃至ⅲ.の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号ⅰ.乃至ⅲ.にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する

ものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数
＝

（調整前行使価額－調整後行使価額） ×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。

 ③ⅰ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

ⅱ.行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格

とする。

ⅲ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合は

その日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の行使価額を適用す

る日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。また、本項第②号ⅱ.の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数

は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含ま

ないものとする。

④本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。

ⅰ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ.その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

ⅲ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤本項第①号乃至第④号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権者に通知する。ただし、本項第②号ⅳ.の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

(8）新株予約権の行使期間

本新株予約権者は、平成27年６月28日から平成30年６月27日までの間（以下「行使期間」という。）、いつで

も、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。

(9）新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役の

いずれの地位をも喪失した場合も（かかる地位の喪失を以下「退任」という。）、権利行使ができるものとす

る。なおこの場合、行使期間については、上記(8)に定める期間を超えることはできない。

②新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限

り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる（当該相続により新株予

約権を相続した者を「権利承継者」という。）。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約

権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約

書に定めるところによる。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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(10）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

資本金の増加額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加額の２分の１の金額とし、計算の

端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。

(11）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳

当社取締役及び監査役　６名　　750個（75,000株）

(13）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する会社

の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(14）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。

(15）新株予約権の取得条項

本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新

株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の５営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権の発行価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができる。

(16）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(17）新株予約権の行使請求および払込の方法

①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約権行使請求

書」という。）に行使しようとする本新株予約権を表示し、本新株予約権の内容および数ならびにこれを行使

する年月日等を記載して、これに記名捺印のうえ、行使期間中に第(20)項に定める行使請求受付場所（以下

「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

②本新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額を現金にて払込取扱場所の当社の定める口座に振り込むものとする。

(18）新株予約権行使の効力発生時期等

①本新株予約権の行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、かかる「新株予約権を行

使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または新株予約権行使請求書に記

載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。

②当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券

を発行しない。

(19）新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(20）新株予約権の行使請求受付場所

当社管理本部

(21）剰余金の配当

剰余金の配当（会社法第454条第5項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日にお

いて発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。

(22）新株予約権の割当日

平成26年６月13日

(23）新株予約権の払込期日

平成27年６月27日

 

Ⅳ．第11回新株予約権

(1)銘柄

株式会社アエリア　第11回新株予約権

(2)発行数

750個
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(3)発行価格

本新株予約権１個当たり1,630円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アド

バイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(4)発行価額の総額

1,222,500円

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社の有する当社

普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は100株とする。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。

　本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「行使価額」という。）は、2,500円とする。

なお、行使価額は第（7）項によって調整されることがある。

(7)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行株式数 ＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

ⅰ.本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除

く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

ⅱ.株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普

通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主

（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。

ⅲ.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第③号ⅱ.に定める時価を下回る対価をもって当社普

通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第③号ⅱ.に

定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の条件で請求また

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期

日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ

を適用する。

ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権

付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
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ⅳ.本号ⅰ.乃至ⅲ.の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号ⅰ.乃至ⅲ.にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する

ものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数
＝

（調整前行使価額－調整後行使価額） ×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。

 ③ⅰ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

ⅱ.行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格

とする。

ⅲ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合は

その日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の行使価額を適用す

る日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。また、本項第②号ⅱ.の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数

は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含ま

ないものとする。

④本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。

ⅰ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ.その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

ⅲ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤本項第①号乃至第④号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権者に通知する。ただし、本項第②号ⅳ.の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

(8）新株予約権の行使期間

本新株予約権者は、平成28年６月28日から平成31年６月27日までの間（以下「行使期間」という。）、いつで

も、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。

(9）新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役の

いずれの地位をも喪失した場合も（かかる地位の喪失を以下「退任」という。）、権利行使ができるものとす

る。なおこの場合、行使期間については、上記(8)に定める期間を超えることはできない。

②新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限

り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる（当該相続により新株予

約権を相続した者を「権利承継者」という。）。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約

権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約

書に定めるところによる。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(10）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

資本金の増加額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加額の２分の１の金額とし、計算の

端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。

(11）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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(12）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳

当社取締役及び監査役　６名　　750個（75,000株）

(13）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する会社

の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(14）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。

(15）新株予約権の取得条項

本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新

株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の５営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権の発行価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができる。

(16）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(17）新株予約権の行使請求および払込の方法

①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約権行使請求

書」という。）に行使しようとする本新株予約権を表示し、本新株予約権の内容および数ならびにこれを行使

する年月日等を記載して、これに記名捺印のうえ、行使期間中に第(20)項に定める行使請求受付場所（以下

「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

②本新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額を現金にて払込取扱場所の当社の定める口座に振り込むものとする。

(18）新株予約権行使の効力発生時期等

①本新株予約権の行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、かかる「新株予約権を行

使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または新株予約権行使請求書に記

載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。

②当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券

を発行しない。

(19）新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(20）新株予約権の行使請求受付場所

当社管理本部

(21）剰余金の配当

剰余金の配当（会社法第454条第5項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日にお

いて発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。

(22）新株予約権の割当日

平成26年６月13日

(23）新株予約権の払込期日

平成28年６月27日

　

 

以上　
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